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 金融ＡＤＲ制度への対応

　2010年4月、金融商品取引法等 (保険業法含む)の一部を改正する法律 (いわゆる

「金融ＡＤＲ法」)が施行され、金融トラブルにおける利用者保護と金融取引への消費者

の信頼向上を理念とする金融ＡＤＲ制度（金融分野における裁判外紛争解決制度）が

創設されました。

　この「金融ＡＤＲ法」により、各金融機関は、金融庁が定める指定紛争解決機関との間で

手続実施基本契約の締結が法的に義務付けられており、指定紛争解決機関は、中立・

公正な立場から、お客さまと金融機関とのトラブルの解決を図ります。

　当社では、本制度をふまえ、保険業法により金融庁が定める指定紛争解決機関で

ある（社）生命保険協会と手続き実施基本契約を締結し、お客さまからのお申し出

（苦情等）に迅速かつ適切に対応する態勢を整備しています。

【ＡＤＲとは？】

ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）とは、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく、

中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続きです。

(社)生命保険協会ホームページ

(URL: http://www.seiho.or.jp/contact/index.html)

お問い合わせ窓口

コミュニケーションセンター
（お電話によるご相談窓口）

０１２０－６６２－３３２
月曜～金曜（除く祝日・年末年始）９：００～１８：００
　　　土曜（除く祝日・年末年始）９：００～１７：００
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　平素より、明治安田生命に格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

 当社は、現在2011年度にスタートさせた3ヵ年計画である「明治安田新発展プログラム」に

取り組んでいます。このプログラムは「コンプライアンスの徹底を含めたＣＳＲ経営の推進」と

「お客さま満足度向上の徹底追求」を基本に、市場構造変化への的確な対応を図り、将来にわ

たる安定的成長の実現をめざす取組みです。そして、このプログラムを遂行していく中で、当

社にいただいた「お客さまの声」を適切に反映させ、経営のあらゆる局面で「お客さまを大

切にする会社」をめざし、全役職員が総力を結集して取り組んでいるところです。

　この「お客さまの声」白書は、当社に寄せられた苦情、ご意見、ご要望等、さまざまな「お客さま

の声」をご報告するとともに、「お客さまの声」を活かした当社の業務改善取組みを知ってい

ただくため、2006年から発行しております。

　今年度の白書は、昨年12月に「業務改善命令に基づく改善状況の定期報告義務は解除する」と

の金融庁の発表がありましたことから、2006年から現在まで、当社が取り組んできた業務改善を

まとめさせていただきました。もとより業務改善に終わりはなく、引き続き「お客さまを大切にする

会社」をめざして、全社を挙げて不断の努力を重ねてまいる所存です。

　2011年度のお客さま満足度調査結果では、お客さまから今ま

で以上のご評価をいただきましたが、当社の取組みには改善途上

のものもあります。どうかこの白書をご覧になり、当社の取組みに

対する忌憚のないご意見・ご教示を賜りますよう、何卒よろしく

お願い申しあげます。

２０１2年 ６ 月

ご あ い さ つ

取締役 代表執行役社長
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